
 

幼保連携型認定こども園 袋井市立若葉こども園 重要事項説明書 

〈令和７年４月 1 日 現在〉 

１ 施設の目的及び運営の方針 

 （１）運営主体（事業者の概要） 

事業者の名称 袋井市 

事業者の所在地 袋井市新屋一丁目１番地の１ 

電話番号  ０５３８－８６－３３３０（教育保育課） 

代表者氏名 袋井市長 大場 規之 

 

（２）施設の概要 

種別 幼保連携型認定こども園 

名 称 袋井市立若葉こども園 

所 在 地 袋井市久能 1310 番地 

連 絡 先 ＴＥＬ ０５３８－４１－１７１７ 

ＦＡＸ ０５３８－４１－１７１７ 

施設長氏名 園長 山本 あけみ 

開設年月日 令和４年４月 

利用定員  年齢区分 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１号 ２５人 ２５人 ２５人 ７５人 

２号 １５人 １５人 １５人 ４５人 

合計 ４０人 ４０人 ４０人 １２０人 

当園の基本理念・方針 

＜理念＞ 

自分から「もの」・「ひと」・「こと」に関わり、心身ともに伸び

ようとする子の育成 

 

＜基本方針＞ 

①  生きるための基礎となる「自立力」「社会力」の育成 

②  園児の成長や発達に合わせ、園児の興味・関心や知的好奇心

をくすぐる遊びや生活の充実 

③  園児が互いのよさを認め合える関わりを支え、自己肯定感や

協同性を育む 

④  袋井あやぐも学園の環境や人材を生かした特色ある取り組

みの実施 

⑤  園児・保育教諭・保護者の対話や関わりを大切にした安心で 

きる信頼関係づくり 

 

 

 

 

 



 （３）施設の概要 

敷 地 面 積 
敷地全体 4,１１７㎡ 

園  庭 １,２３６.９２㎡ 

園  舎 
構  造 鉄骨１階建 

延  べ １,０３５.９３㎡ 

 

 （４） 主な設備の概要 

設 備 部屋数 備 考 

保育室 ７室 ３歳 ４歳 ５歳 

遊戯室 １室  

多目的室 １室 会議・応接 

職員室 １室  

給食受入室 １室  

 

 （５） 職員体制（令和７年４月 1 日） 

職種 員数 常勤 非常勤 備 考 

園 長 １人 １人  園務をつかさどり職員を監督 

教頭 １人 １人  園長を補佐し園児の保育をつかさどる 

主査 １人 １人  園児の発達を理解し保育を行う 

保育教諭 ６人 ６人  園児の発達を理解し保育を行う 

教育保育官 １人 １人  園児の発達を理解し保育を行う 

保育補助員 ８人  ８人 一人一人に合った支援を行う 

事務員 1 人  １人 会計等事務を行う 

通 訳 １人  １人 園児の保育支援・保護者への通訳、翻訳 

 

 （６） 利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日 

  【１号認定子ども （教育標準時間）】 

提供する曜日 月曜日から金曜日まで 

保育時間 教育標準時間 午前８時３０分～午後２時００分（5.5 時間） 

預かり保育 保育時間 朝：なし 

月曜日から金曜日  教育時間終了から午後５時 00分まで 

年間預かり ４５０円/回 

      施設等利用給付認定（新２号認定）を 

      受けている人は無償      

      おやつ代１,000 円/月（無償化対象外） 

一時預かり ４５０円/回 

      施設等利用給付認定（新２号認定）を 

      受けている人は無償      

      おやつ代６０円/回（無償化対象外） 

長期休業中：午前 8 時 30 分から午後 5 時 00 まで 

      （実施除外期間あり） 

土曜：なし 



休業日 土曜日・日曜日・祝日 

年末・年始（１２月２７日～１月４日） 

夏季   （ ７月１８日～８月３１日） 

冬季   （１２月２０日～１月７日）  

春季   （３月１８日～３月３１日） 

 

 

【２号認定子ども （教育標準時間）】 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

保育時間 
保育標準時間 午前７時１５分～午後６時１５分（１１時間） 

保育短時間 午前８時３０分～午後４時３０分（ ８時間） 

延長保育 

保育標準時間 

朝：なし 

夕：午後６時１５分～午後７時００分 

  延長保育 ５０円／１５分 

保育短時間 

朝：午前７時１５分～午前８時３０分 

夕：午後４時３０分～午後７時００分 

  延長保育 ５０円／１５分 

開所時間 
月～金曜日 午前７時１５分～午後７時００分 

土曜日 午前７時１５分～午後７時００分 

休業日 
日曜日・祝日 

年末・年始（１２月２８日～１月４日） 

 

  

（７） 利用料等 

利用者負担 

（月額保育料） 
利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料） 

上乗せ徴収 
   

   

実費徴収 

給食費（幼児部） 
８,０００円 年５回定額徴収 

３月調整 

給食費（保育部） 月額６,５００円 
５月～２月定額 

３月調整 

副食費免除者の主食費（幼児部） １食  ３０円 年２回徴収 

副食費免除者の主食費（保育部） 月額 ６３０円  

その他 
PTA 会費 月額 ３００円  

教材費 月額１,１００円  

 

 

 （８） 支払方法 

支払方法 口座振替を御利用いただきます。 

 

 



 （９） 提供する特定教育・保育の内容 

＜園目標＞ 

やってみよう 伝え合おう 好きがいっぱい若葉の子 

＜目指す子ども像＞ 

  夢中になる子  思いやる子  元気な子 

生きる力の育成 

環境を通しての遊びや学びを大切にし、「生きる力」の基礎を育む教育・保育の充実を目指す。 

安心と信頼 

多様な生活環境、保護者、園児、文化の違いに丁寧に対応し、安心、信頼される園を目指す。 

地域との関わり 

地域の中で、幼児期の教育センター的役割を目指す。地域人材を活用する。 

健康と生活 

園内外の環境を整え、健康で安全な生活が送れるよう必要な習慣や態度を育てる。 

 幼小中一貫教育 

「聞く指導」と「ボイスシャワー」を実践し、園児の自己肯定感を育て高める。 

 

 

 （１０） 年間行事予定（令和７年度） 

月 行事等の内容 

４月 入園式 始業式 保育参加会・ＰＴＡ総会 引き渡し訓練 

５月 こどもの日の集い 交通安全教室（年中・年長） 尿検査  

６月 内科・歯科検診 プール開き 

７月 七夕会 保育参加会 終業式 

９月 始業式 プール納め  

１０月 運動会 園外保育 交通安全教室（年少） 内科検診 

１１月 遠足 シニアクラブとの交流 ラグビー教室（年長） 

１２月 お楽しみ会 保育参加会 終業式 

１月 始業式 朝の駆け足 サッカー教室（年長） 

２月 豆まき会 保育参加会 

３月 ひな祭り会 ありがとうの会 修了式 卒園式 

   ※地域との交流、地域の保育園・こども園・小学校との交流を行う。 

※地震・火災・不審者に対する訓練を毎月実施する。 

   ※すくすく相談（教育相談）を定期的に実施する。 

 

 

 

 

 

 



 （１１） 利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 

利用者の内定 

【１号認定子ども】 

 施設の管理者が定めた選考方法による 

【２号認定子ども】 

 市が行う利用調整による 

利用決定 利用契約書の締結による 

退園理由 

・1 号、２号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む） 

・保護者から退園の申し出があったとき 

・利用継続が不可能であると市が認めたとき 

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき 

利用に当たっての 

留意事項 

・登降園については、必ず保護者が責任をもって行う。 

・朝のお子様の体調を確認してから登園させる。登園後37.5℃

以上熱がある場合は、園から連絡する。 

・感染症に罹患した際は、医師の意見書または保護者の登園届を

提出して、登園する。 

  

 （１２） 学校医・嘱託医 

医療機関の名称 諸井医院 

医院長名 諸井 進一郎 

所在地 袋井市堀越三丁目８番地の５ 

電話番号 ０５３８－４３―８６１１ 

 

（１３）学校歯科医・嘱託医 

医療機関の名称 川瀬歯科医院 

医院長名 川瀬 昌洋 

所在地 袋井市春岡８４６番地の２ 

電話番号 ０５３８－４９―２８００ 

 

 （１４） 緊急時における対応方法 

 お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定す

る医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行う。また、必要に応じて救急車を要請

する。 

   

【管轄する消防署】 

消防署名 袋井消防署 

所在地 袋井市国本２９０７番地 

電話番号 ０５３８－４４－５１１９ 

 

【管轄する警察署】 

警察署名 袋井警察署 

所在地 袋井市新屋２丁目４番地の５ 

電話番号 ０５３８－４１－０１１０ 



   

 （１５） 非常災害対策 

防火管理者 山本 あけみ 

消防計画届出年月日 令和７年４月 

避難訓練 南海トラフ地震を想定した避難訓練を月１回実施 

防災設備 自動火災報知機 誘導灯 非常警報装置 消火器  

避難場所 袋井北コミュニティーセンター 

緊急時の連絡手段 防災無線 

 

 

 （１６） 相談・要望・苦情窓口 

相談・苦情受付担当者 髙柳 ちはる 教 頭 

相談・苦情受付責任者 山本 あけみ 園 長 

第３者委員 

孕石 信仁 
民生児童委員地区会長 

０５３８－４２－６８１０ 

安間 和由 
袋井北コミュニティーセンター館長 

０５３８－４３－３３８７ 

    

【要望・苦情等への対応方法】 

面接、電話、文書等により相談、苦情を受け付けます。 

  

（１７）賠償責任保険の加入状況 

  以下の保険に加入しています。 

加入保険 東京海上日動火災保険株式会社 日本スポーツ振興センター 

保険の内容 PTA 団体保険 PTA 賠償責任保険 園児災害賠償保険 

保険金額 別紙規定による（４月 PTA 総会資料参照） 

  

（１８）個人情報の取り扱い 

 本園では、個人情報保護の観点から、ドキュメンテーションやホームページへの写真

掲載について保護者からの承諾書をいただいている。承諾を得られないお子さんについ

ては配慮をする。 

  

（１９）その他保護者に説明すべき事項 

  

当園では PTA 活動を行っている。 

 

    ・ＰＴＡ総会 

    ・奉仕作業 

 

 

 

 


